
入札説明書等に関する質問への回答（第２回）

書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答案

1 入札説明書 23 第６ ８ (4) 契約保証金の還付

契約保証金は「施設整備業務（解体・撤去等業務除く）に
係る検査の終了後に還付する」とありますが、契約保証金
の納付の代わりに履行保証保険を締結する場合も、その
付保期間は施設整備業務終了時、つまり施設の引渡し時
（令和6年3月31日）までという理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2 要求水準書 12 第2 2 (4) 2) 資料5 インフラ整備
「既存合併浄化槽の北側から北北西の方向に流れている
埋設管へ接続すること」とありますが、埋設管が以降どこ
へ接続しているのかご教授願います。

閲覧資料から判断ください。

3 要求水準書 12 第2 2 (4) 2)
資料5
資料6

インフラ整備

「合併浄化槽の排水放流管は、事業区域北側に位置する
既存合併浄化槽の北側から北北西の方向に流れている
埋設管へ接続すること」とありますが、合併処理浄化槽の
排水放流先を最寄り既設雨水側溝へと変更することは可
能でしょうか。

不可です。

4 要求水準書 12 第2 2 (4) インフラ整備
浄化槽処理水の排水先は、設定された排水系統の下流
で接続してもよろしいでしょうか。

不可です。

5 要求水準書 28 ５ （4） 燃料保管設備
燃料保管設備から燃料が供給される先は、人体火葬炉の
みならず、現行どおりペット火葬炉にも供給されると考えて
よいか？

ご理解のとおりです。

6 要求水準書 資料3 地形測量図

ペット火葬棟の西側の建物および砂利敷部分の用途につ
いてご教授下さい。
また、当該部分は解体する必要は無いと考えて宜しいで
しょうか。

建物はペット供養塔（霊灰庫・献花台等）として使用していま
す。砂利敷部分はペット火葬棟への配管等が埋設されてい
ますが、用途はありません。
後段は、ご理解のとおりです。

7
落札者決定基
準

10 (4) ウ
地元雇用等地域経
済への貢献

評価ポイントに「地元雇用（雇用人数・金額・条件など）」と
記載がありますが、ここで言う条件とはどのように解釈す
ればよろしいでしょうか。

社員、パートの別や勤務時間などの記載を想定しています。

8 様式集 8 ３ ④ 2 8 1 （1） 実施体制
別添添付資料の様式は任意とありますが、用紙サイズも
任意として宜しいでしょうか。ご教示願います。

ご理解のとおりですが、当該資料は各業務の人員体制が分
かる火葬ダイヤグラムを記載するものになり、あくまで提案
を理解するための補足資料です。

9 様式集
様式8－12
燃料使用量（参考）

火葬炉燃料に係る費用は市の負担とありますので、各社
平等な条件で試算するために料金単価をご教示ください。

単価を９２円/Lで算定してください。

10 様式集
様式９－７
長期収支計画表

令和2年度に事業契約を締結するためＳＰＣは同年度に設
立している必要があり、また事業終了翌年度も数ヶ月、
SPCは清算せず存在する必要があるかと考えますが、年
度の追加も行って宜しいでしょうか。

年度の追加を認めます。
なお、便宜上、原則サービス購入料のキャッシュ収支は支払
いまでの期間を考慮せず業務実施期に対応させて算定して
ください。市のライフサイクルコストは、各年度の市の支払い
が分かるように記載ください。

11
基本協定書
（案）

5 第10条 2 (2) 救済措置

本号の対象期間は、当然ながら第6条第3項と同様「事業
契約に係る本契約の成立前まで」に限られるという理解で
宜しいでしょうか。
現状の本項記載内容だと、対象期間が「事業契約成立
後、事業終了まで」とも読み取れてしまう為、「事業契約に
係る本契約の成立前まで」に限定した形に読み取れるよう
記載内容を修正下さい。

対象期間は、事業契約成立後から事業契約終了までとなり
ます。

12
入札説明書等
に関する質問
への回答

2 15
サービス購入料Ａ、
Ｂ

「サービス購入料Ａの割賦元本の消費税について、施設
竣工時（令和5年度末払い）に一括で支払います」とありま
すが、引渡日と同日にお支払頂くという認識で宜しいで
しょうか。
施設の引渡し前に請求書を提出することになるかと考えま
すが、具体的にいつまでに請求書を提出したら良いかご
教示ください。

「サービス購入料Ａの割賦元本の消費税について、施設竣
工時（令和5年度末払い）に一括で支払います」について、引
渡しを受けたうえで、請求書を提出いただき、そのうえでお
支払いいたします。

13
入札説明書等
に関する質問
への回答

7 86 造成計画

開発に関る行為として、『「要求水準書　第2　13　仮設施
設等設置業務」等において、現状の改変面積を変更する
こと等を想定』とありますが、現状の改変面積の範囲をご
教示ください。

改変面積とは掘削、盛土及び流出係数の変更等の行為を
行った部分の面積であり、「現状の改変面積を変更すること
等」は、現状に対して新たに改変を行うことを指しています。
なお、現状で既に改変している場所の面積・範囲について
は、閲覧可能資料の「設計図　倉敷市営葬祭場造成工事」
などを参考にして下さい。

14
入札説明書等
に関する質問
への回答

11 157 悪臭に係る基準

回答に「両規定を遵守すること」とありますが、「資料8性能
試験の項目及び手法」において、悪臭の調査地点は敷地
境界の1点となっています。「資料8」に基づき、敷地境界の
1地点にて臭気指数及び特定悪臭物質の測定を行うとい
う理解で宜しいでしょうか。ご教示願います。

倉敷市では、特定悪臭物質による規制が採用されているこ
とから、特定悪臭物質を測定します。
原則として要求水準書に記載のとおり、着工前検査は市と
協議の上で敷地境界１地点で、竣工時検査は全系列の排気
筒出口及び敷地境界１地点で、定期検査は市が指定する排
気筒出口で測定を行うものとします。

15
入札説明書等
に関する質問
への回答

15 242 救済措置
第10条1項（２）の/以下を削除することにより、第10条2項
については、「本事業の入札手続きに関するものであると
き」に限定されるものと理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

16
入札説明書等
に関する質問
への回答

15 242 救済措置
第10条2項の冒頭に、第6条3項同様、「事業契約に係る本
契約の成立前に」と追加頂けないでしょうか。

原案のとおりとします。



17
入札説明書等
に関する質問
への回答

15 242 救済措置 基本協定書の修正案の公表をお願いします。

第10条第1項第2号については、次のとおり協定書において
修正します。
「(2)デフォルト発生が生じた場合（ただし、第６条第３項第１
号ないし第４号を除き、第６条第３項第６号に該当する場合
には、本事業の入札手続きに限る。）」

18
入札説明書等
に関する質問
への回答

資料16 月別火葬件数

①汚物、肢体の数字は斎場への持込件数でしょうか？あ
るいは火葬炉の利用回数でしょうか？例えば31年度の場
合肢体の総計は668ですが、これは668回火葬炉を利用し
たという意味でしょうか？②肢体の件数が非常に多いよう
に感じますが、複数件数をある程度まとめてから火葬をし
ているのでしょうか？それとも原則、持込（受入）毎に火葬
をおこなっているのでしょうか？

汚物は持込について50kg毎に１件としています。肢体は１人
分を１件としています。収骨を伴わない場合は、同一持込者
の複数件数をまとめて火葬することがあります。

19 その他 事業所税

本施設は貴市の事業所税課税対象外と考えて宜しいで
しょうか。
平成17年11月14日に総務省自治税務局市町村税課長よ
り通達されている「指定管理者制度の導入に伴う事業所
税の取扱について」を鑑みると、ＳＰＣは指定管理者として
業務を行うこと、また、主な収入源はサービス購入料であ
ることからも、本件における事業主体は貴市となり、ＳＰＣ
には事業所税は課税されないものと考えておりますが、念
のために確認させてください。
要求水準上での施設延べ面積は4,000～5,000㎡とあり、
事業所税が課税されるとなると年間240～300万円が見込
まれ、入札価格の圧迫に繋がります。

事業者にて、倉敷市税制課に直接お尋ねください。


